
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度五條市上下水道部水道課水質検査計画 

（上水道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．五條市上下水道部水道課のあゆみ 

   奈良県の中央部を流れる吉野川の中ほどに発展した五條市の水道事業は、 

従前、水事情の良かった当地区において十津川、紀の川総合開発事業に伴 

ない河床が急激に低下して井戸水が枯渇し、水量不足に悩む地区住民の水 

道布設の声が高くなり、昭和 32年 3月 25日付にて五條町全域と宇智村の 

一部を給水区域とする給水人口 16,500人、一日最大給水量 2,970㎥規模と 

した創設事業の認可をうけた。その後、水需要の増大に対応して第 5次に 

亘る拡張事業を施行し現在に至っている。 

 

２．基本方針 

１） 安全でおいしい水を安定的に供給すること 

２） 信頼できる水質の水を供給する為に、効率的な水質検査を行う 

   この基本方針に基づき、清浄な水を供給するため、施設の管理を適正に 

行い、適正な水質項目の選定・検査頻度・採水地点の選定を行い、適切な 

判断により需要者が安心、信頼して利用できるよう努めてまいります。 

 

３．水道事業の概要 

  五條市の上水道事業は次のとおりです。 

  １）給水区域 

    大深町、田殿町の一部、阪合部新田町、樫辻町、西吉野町及び大塔町   

   を除く市内一円 

 

  ２）給水人口及び配水量（平成２１年度２月末データ） 

    給水人口         31,941人 

    ２月末総配水量    3,856,847㎥ 

    1日平均配水量      11,547㎥ 

    1日最大配水量      13,222㎥ 

 

  ３）水源 

    紀の川表流水 

 

  ４）五條市の浄水場及び配水施設 

    小島取水場（ＲＣ造） 

     

 

 



小島浄水場（ＲＣ造）（急速ろ過）     下記以外市内全域 

                       （大深町、樫辻町、田殿町 

                        阪合部新田町、西吉野町 

                        大塔町を除く） 

 

 

 

                              住川町、 

        三在配水池    テクノパーク配水塔    居伝町、 

        （ＰＣ造）     （ＰＣ造）       大野新田町 

 

阿田配水池（ＰＣ造） 

 

 

                 阿太地区 

 

 

 

        岡配水池     田園・牧野地区、北宇智地区、岡地区 

        （ＰＣ造） 

 

 

 

 

 

        大野配水池    阪合部地区、御山・丹原地区、生子町 

        （ＰＣ造）    霊安寺町の一部、二見の一部 

        （ステンレス造） 

 

 

 

４．水質状況 

   原水の水質について、平成 16年 1月頃より不定期にカビ臭が発生して 

いますが、水質検査を定期に行い活性炭注入する時期の確認をしており 

ます。カビ臭以外については、雨の後濁度が増える程度で特に問題はあり 

ません。 



 浄水については、原水にカビ臭が発生した場合基準値以下になるよう活 

性炭を注入し対処しております。その他の水質検査項目については水質基 

準の超過はなく、良質な水道水を供給していると考えております。また、 

水質検査を十分に行い、安全な水道水を供給できているものと考えており 

ます。 

 

水質検査結果 参照 

 紀の川表流水水質状況（取水口） 

場内給水栓水質状況 （小島浄水場内） 

     市内１水質状況（詳細については下記参照） 

     市内２水質状況（     〃     ） 

       

５．水質基準項目の改正について 

  水質基準に関する省令の一部改正等（平成２２年４月１日施行）に伴い、 

  下記項目の基準値が改正されました。 

  １）改正内容 

    ○カドミウム及びその化合物 

    （基準値０．０１ｍｇ／Ｌ以下 → 基準値０．００３ｍｇ／Ｌ以下） 

     

６．水質検査項目及び検査頻度、採水地点、水質検査の方法 

 １）水質検査項目及び検査頻度 

   ○毎日検査（自己検査） 

    1日 1回以上、色・濁度・残留塩素の検査を行います。 

   ○毎月検査（委託検査） 

    1ヶ月に 1回以上、９項目の検査を行います。 

   ○水質基準項目検査（委託検査） 

    平成 16年 4月 1日より一部省略可能となったため、22項目／年 4回、 

    アルミニウム及びその化合物／年 4 回、３項目／年 1 回（※１）、50

項目／3年に 1回の検査を行います。 

  ※１：カルシウム，マグネシウム等（硬度） 

     蒸発残留物 

     非イオン界面活性剤 

        （詳しくは別表１・５） 

   ○カビ臭検査（委託検査） 

    発生時期に年 4回検査を行います。今年度も引き続き、毎月検査を行 

います。 



○農薬検査（委託検査） 

    吉野川への農薬の検査として、農薬１０２項目を２年に１回９月頃に

検査を行います。（別表６） 

○原水検査（委託検査） 

    消毒副生成物の項目を除いた３９項目の検査を年 1回行います。 

 

 ２）採水地点 

   ①原水 

    小島取水場取水口（紀の川） 

   ②浄水 

    小島浄水場場内給水栓 

    市内１給水栓  五條地区・・・水道課（小島浄水場系統） 

            田園地区・・・岡近隣公園（岡配水池系統） 

            南宇智地区・・南宇智保育所（大野配水池系統） 

            宇智地区・・・宇智野保育所（小島浄水場系統） 

 

    市内２給水栓  北宇智地区・・北宇智保育所（岡配水池系統） 

            住川地区・・・黒木電業株式会社（三在配水池系統） 

            阪合部地区・・上野共同墓地（大野配水池系統） 

            阿太地区・・・阿太保育所（三在配水池系統） 

（系統ごとに 2箇所、1年間で全系統検査できるよう選定しています。） 

 

 ３）水質検査の方法 

   毎日検査については、浄水場で自己検査を行う。 

   毎月検査以外については、すべて委託で検査を行う。 

   委託場所 

    奈良県御所市戸毛 367番地の 2 

    奈良広域水質検査センター組合 

 

７．臨時検査 

   以下の要件が生じた場合については、臨時の水質検査を実施します。 

  なお検査項目については 50項目を対象に行いますが、状況判断の上で 

  必要がないと考えられる場合は、検査項目を省略します。 

   採水地点については、下記要件を的確に把握できる地点を選定します。 

 

  （１）水源水質が著しく悪化した場合 



  （２）水源に異常があった場合 

  （３）水源付近、給水区域及び周辺において消化器系伝染病が集団発生 

     した場合 

  （４）浄水過程に異常があった場合 

  （５）水道施設が著しく汚染された場合 

  （６）その他特に必要と認められる場合 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

  水質検査計画及び水質検査の結果は、ホームページで公表しています。 

  また、ご意見等ございましたら下記に連絡下さい。 

   

五條市上下水道部水道課 浄水係  五條市小島町２６５番地 

  電 話  ０７４７－２２－３１００ 

  ＦＡＸ  ０７４７－２６－５１０１ 

 

９．水質検査結果の評価 

   全ての項目について基準を超えている場合、直ちに再検査を実施し原因 

  究明を行い、基準を満たす水質を確保するため必要な対策を講じます。 

   基準項目の１～３１の項目については、検査結果が基準値を超えている 

事が明らかになった場合は、直ちに原因究明を行い低減化対策を実施し基 

準を満たす処置をとります。基準値超過が継続すると見込まれる場合は、 

取水及び給水の緊急停止措置を講じ、関係者に周知する措置をとります。 

 また、３２～５０の項目については直ちに原因究明を行い、低減化対策 

を講じ基準を満たす水質を確保する措置をとります。 

 

１０．水質検査計画の見直し 

   水質検査の結果をもとに、必要があれば検査計画の見直しを行います。 

  また、法律の改正等により変更の必要性が生じた場合は見直しを行います。 

 

１１．水質検査の精度と信頼性保証 

   当市が水質検査を委託している奈良広域水質検査センター組合は、奈良 

県水道水質精度管理連絡会にて水道水質検査の精度管理等を行うことによ 

り水質検査に関する信頼性の確保を図っている為、信頼性の高い水質検査 

結果であると考えております。 

 

 



 

１２．関係機関との連携 

   水道課では、水質異常が生じた場合以下の図に示すような体制をとり、 

  関係機関と連携をはかりながら、可能な限り迅速な原因究明・対処を行い 

ます。 

            発見者 

 

 

五條市上下水道部水道課     小島浄水場 

 

 

奈良県消費・生活安全課     奈良広域水質検査センター組合 

 

 

         奈良県内吉野保健所 



月 日 曜日 項目 原水 場内 管末１ 管末２4月 22日 木 毎月 原水 場内 宇智 阿太省略不可＋項目検査 － 場内 南宇智 住川毎月 原水 － － －15日 火 原水全項目検査 原水 － － －毎月 － 場内 田園 阪合部かび臭（負担金分） － 場内 田園 阪合部22日 火 農薬 原水 － － －毎月 原水 場内 五條 北宇智かび臭（負担金分） － 場内 五條 北宇智毎月 原水 － － －省略不可＋項目検査 － 場内 宇智 阿太かび臭（負担金分） － 場内 宇智 阿太毎月 原水 場内 南宇智 住川かび臭（負担金分） － 場内 南宇智 住川10月 21日 木 毎月 原水 場内 田園 阪合部省略不可＋項目検査 － 場内 五條 北宇智毎月 原水 － － －12月 9日 木 毎月 原水 場内 宇智 阿太1月 13日 木 毎月 原水 場内 南宇智 住川浄水全項目検査 － 場内 － －省略不可＋項目検査 － － 田園 阪合部毎月 原水 － － －3月 1日 火 毎月 原水 場内 五條 北宇智岡近隣公園水道課南宇智保育所宇智野保育所 住川阿太 黒木電業株式会社阿太保育所毎週火・木はカビ臭検査（原水、浄水） 阪合部北宇智五條 北宇智保育所
16日 火2月 1日 火11月
17日 火9月 9日 木

6月 17日 木22日 木

南宇智宇智

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度　　　　水質検査採水予定場所水質検査採水予定場所水質検査採水予定場所水質検査採水予定場所25日 火

田園 上野共同墓地

7月8月
5月



省略不可 検査頻度 基準値1 一般細菌 ○ 月１回 １００個／ｍｌ以下2 大腸菌 ○ 月１回 不検出3 カドミウム及びその化合物 ※年４回 ０．０１／ｌ以下4 水銀及びその化合物 ※年４回 ０．０００５ｍｇ／ｌ以下5 セレン及びその化合物 ※年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下6 鉛及びその化合物 ※年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下7 ヒ素及びその化合物 ※年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下8 六価クロム及びその化合物 ※年４回 ０．０５ｍｇ／以下消毒剤・消毒副生成物 9 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ 年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※年４回 １０ｍｇ／以下11 フッ素及びその化合物 ※年４回 ０．８ｍｇ／ｌ以下12 ホウ素及びその化合物 ※年４回 １．０ｍｇ／ｌ以下13 四塩化炭素 ※年４回 ０．００２ｍｇ／ｌ以下14 1,4-ジオキサン ※年４回 ０．０５ｍｇ／以下15 シスー１，２－ジクロロエチレン及びトランスー１，２ージクロロエチレン ※年４回 ０．０４ｍｇ／ｌ以下16 ジクロロメタン ※年４回 ０．０２ｍｇ／ｌ以下17 テトラクロロエチレン ※年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下18 トリクロロエチレン ※年４回 ０．０３ｍｇ／ｌ以下19 ベンゼン ※年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下20 塩素酸 ○ 年４回 ０．６ｍｇ／ｌ以下21 クロロ酢酸 ○ 年４回 ０．０２ｍｇ／ｌ以下22 クロロホルム ○ 年４回 ０．０６ｍｇ／ｌ以下23 ジクロロ酢酸 ○ 年４回 ０．０４ｍｇ／ｌ以下24 ジブロモクロロメタン ○ 年４回 ０．１ｍｇ／ｌ以下25 臭素酸 ○ 年４回 ０．０１ｍｇ／ｌ以下26 総トリハロメタン ○ 年４回 ０．１ｍｇ／ｌ以下27 トリクロロ酢酸 ○ 年４回 ０．２ｍｇ／ｌ以下28 ブロモジクロロメタン ○ 年４回 ０．０３ｍｇ／ｌ以下29 ブロモホルム ○ 年４回 ０．０９ｍｇ／ｌ以下30 ホルムアルデヒド ○ 年４回 ０．０８ｍｇ／ｌ以下31 亜鉛及びその化合物 ※年４回 １．０ｍｇ／ｌ以下32 アルミニウム及びその化合物 ※年４回 ０．２ｍｇ／ｌ以下33 鉄及びその化合物 ※年４回 ０．３ｍｇ／ｌ以下34 銅及びその化合物 ※年４回 １．０ｍｇ／ｌ以下無機物 35 ナトリウム及びその化合物 ※年４回 ２００ｍｇ／ｌ以下金属類 36 マンガン及びその化合物 ※年４回 ０．０５ｍｇ／以下その他 37 塩化物イオン ○ 月１回 ２００ｍｇ／ｌ以下38 カルシウム・マグネシウム等（硬度） ※年４回 ３００ｍｇ／ｌ以下39 蒸発残留物 ※年４回 ５００ｍｇ／ｌ以下40 陰イオン界面活性剤 ※年４回 ０．２ｍｇ／ｌ以下41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ ※年４回 ０．００００１ｍｇ／ｌ以下42 2-メチルイソボルネオール ※年４回 ０．００００１ｍｇ／ｌ以下43 非イオン界面活性剤 ※年４回 ０．０２ｍｇ／ｌ以下44 フェノール類 ※年４回 ０．００５ｍｇ／ｌ以下45 有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量） ○ 月１回 ３ｍｇ／ｌ以下46 ｐＨ値 ○ 月１回 ５．８以上８．６以下47 味 ○ 月１回 異常でないこと48 臭気 ○ 月１回 異常でないこと49 色度 ○ 月１回 ５度以下50 濁度 ○ 月１回 ２度以下遊離残留塩素（浄水のみ） 月１回 ０．１ｍｇ／ｌ以上アンモニア性窒素（原水のみ） 月１回 －※①過去３年間における検査結果がいずれも基準の１／５以下の場合であって、原水等の　　変動による汚染のおそれのないときには年１回以上に検査頻度を下げることができる。　②過去３年間における検査結果がいずれも基準の１／１０以下の場合であって、原水等の　　変動による汚染のおそれのないときには３年１回以上に検査頻度を下げることができる。
無機物有機物その他

健康に関する項目
性状に関する項目

無機物有機物消毒剤・消毒副生成物金属類

水質検査項目区分病原性微生物金属類



別表５－１平成22年度新基準項目 省略 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 一般細菌 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆2 大腸菌 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ○ ☆ 毎月検査4 水銀及びその化合物 ○ ○ 原水全項目5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ○ ★ 臨時6 鉛及びその化合物 ○7 ﾋ素及びその化合物 ○8 六価ｸﾛﾑ化合物 ○9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 不可 ○10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 不可 ○11 ﾌｯ素及びその化合物 ○12 ﾎｳ素及びその化合物 ○13 四塩化炭素 ○14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ○15 ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 不可 ○16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ○17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ○19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ○20 塩素酸 不可 －21 ｸﾛﾛ酢酸 不可 －22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 不可 －23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 不可 －24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 －25 臭素酸 不可 －26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 不可 －27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 不可 －28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 －29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 不可 －30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 不可 －31 亜鉛及びその化合物 ○32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ○33 鉄及びその化合物 ○34 銅及びその化合物 ○35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ○36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ○37 塩化物ｲｵﾝ 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆38 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○39 蒸発残留物 ○40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ○41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 不可 ○42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 不可 ★ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★43 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○44 ﾌｪﾉｰﾙ類 ○45 有機物(全有機炭素TOCの量) 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆46 pH値 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆47 味 不可 -48 臭気 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆49 色度 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆50 濁度 不可 ☆ ☆ ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

紀紀紀紀のののの川表流水水質検査計画川表流水水質検査計画川表流水水質検査計画川表流水水質検査計画 採水箇所採水箇所採水箇所採水箇所　　　　　　　　小島取水場小島取水場小島取水場小島取水場　　　　取水口取水口取水口取水口



別表５－２平成22年度新基準項目 省略 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月1 一般細菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆2 大腸菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ● ☆ ：月1回4 水銀及びその化合物 ● ◎ ：年4回（負担金分）5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ● ■ ：年4回（手数料分）6 鉛及びその化合物 ● ○ ：年1回7 ﾋ素及びその化合物 ● ● ：3年に1回8 六価ｸﾛﾑ化合物 ● ★ ：臨時9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 不可 ●11 ﾌｯ素及びその化合物 ●12 ﾎｳ素及びその化合物 ●13 四塩化炭素 ●14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ ●15 ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ ●17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ●18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ●19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ ●20 塩素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎21 ｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎25 臭素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎31 亜鉛及びその化合物 ●32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ■ ■ ■ ■33 鉄及びその化合物 ●34 銅及びその化合物 ●35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 ●36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 ●37 塩化物ｲｵﾝ 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆38 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○39 蒸発残留物 ○40 陰ｲｵﾝ界面活性剤 ●41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 不可 ★ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ★ ★ ★ ★43 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○44 ﾌｪﾉｰﾙ類 ●45 有機物(全有機炭素TOCの量) 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆46 pH値 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆47 味 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆48 臭気 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆49 色度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆50 濁度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

場内給水栓水質検査計画場内給水栓水質検査計画場内給水栓水質検査計画場内給水栓水質検査計画 採水箇所採水箇所採水箇所採水箇所　　　　　　　　小島浄水場小島浄水場小島浄水場小島浄水場　　　　場内給水栓場内給水栓場内給水栓場内給水栓



別表５－３平成22年度新基準項目 省略 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月採水箇所 宇智 南宇智 田園 五條 宇智 南宇智 田園 五條 宇智 南宇智 田園 五條1 一般細菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆2 大腸菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ☆ ：月1回4 水銀及びその化合物 ◎ ：年4回（負担金分）5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ■ ：年4回（手数料分）6 鉛及びその化合物 ○ ：年1回7 ﾋ素及びその化合物 ● ：3年に1回8 六価ｸﾛﾑ化合物 ★ ：臨時9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 不可11 ﾌｯ素及びその化合物12 ﾎｳ素及びその化合物13 四塩化炭素14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ15 ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎ 水道課16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ20 塩素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎21 ｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎25 臭素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎31 亜鉛及びその化合物32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ■ ■ ■ ■33 鉄及びその化合物34 銅及びその化合物35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物37 塩化物ｲｵﾝ 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆38 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○39 蒸発残留物 ○40 陰ｲｵﾝ界面活性剤41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 不可 ★ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ★ ★ ★ ★43 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○44 ﾌｪﾉｰﾙ類45 有機物(全有機炭素TOCの量) 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆46 pH値 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆47 味 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆48 臭気 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆49 色度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆50 濁度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

岡近隣公園採水箇所南宇智保育所宇智野保育所五條地区

市内市内市内市内１１１１水質検査計画水質検査計画水質検査計画水質検査計画

南宇智地区宇智地区田園地区



別表５－４平成22年度新基準項目 省略 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月採水箇所 阿太 住川 阪合部 北宇智 阿太 住川 阪合部 北宇智 阿太 住川 阪合部 北宇智1 一般細菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆2 大腸菌 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆3 ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 ☆ ：月1回4 水銀及びその化合物 ◎ ：年4回（負担金分）5 ｾﾚﾝ及びその化合物 ■ ：年4回（手数料分）6 鉛及びその化合物 ○ ：年1回7 ﾋ素及びその化合物 ● ：3年に1回8 六価ｸﾛﾑ化合物 ★ ：臨時9 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 不可11 ﾌｯ素及びその化合物12 ﾎｳ素及びその化合物13 四塩化炭素14 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ15 ｼｽ-1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎ 北宇智保育所16 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ17 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ18 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ19 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ20 塩素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎21 ｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎22 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎23 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎24 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎25 臭素酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎26 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎27 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 不可 ◎ ◎ ◎ ◎28 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎29 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎30 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎31 亜鉛及びその化合物32 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 ■ ■ ■ ■33 鉄及びその化合物34 銅及びその化合物35 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物36 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物37 塩化物ｲｵﾝ 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆38 ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) ○39 蒸発残留物 ○40 陰ｲｵﾝ界面活性剤41 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 不可 ◎ ◎ ◎ ◎42 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 不可 ★ ★ ◎ ◎ ◎ ◎ ★ ★ ★ ★ ★ ★43 非ｲｵﾝ界面活性剤 ○44 ﾌｪﾉｰﾙ類45 有機物(全有機炭素TOCの量) 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆46 pH値 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆47 味 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆48 臭気 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆49 色度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆50 濁度 不可 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

北宇智地区住川地区阿太地区

市内市内市内市内２２２２水質検査計画水質検査計画水質検査計画水質検査計画

阪合部地区採水箇所上野共同墓地黒木電業（株）阿太保育所



別表６－１平成22年度 検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月1 チウラム ○2 シマジン（ＣＡＴ） ○3 チオベンカルブ ○4 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ(D-D) ○5 イソキサチオン ○6 ダイアジノン ○7 フェニトロチオン（ＭＥＰ） ○8 イソプロチオラン（ＩＰＴ） ○9 クロロタロニル（ＴＰＮ） ○10 プロピザミド ○11 ジクロルボス（ＤＤＶＰ） ○12 フェノブカルブ（ＢＰＭＣ） ○13 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ(CNP):失効農薬 ○14 CNP-アミノ体 ○15 イプロベンホス（ＩＢＰ） ○16 ＥＰＮ ○17 ベンタゾン ○18 ｶﾙﾎﾞﾌﾗﾝ（ｶﾙﾎﾞｽﾙﾌｧﾝ代謝物） ○19 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｷｼ酢酸（2,4-D） ○20 トリクロピル ○21 アセフェート ○22 イソフェンホス ○23 クロルピリホス ○24 トリクロルホン（ＤＥＰ） ○25 ピリダフェンチオン ○26 イプロジオン ○27 ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ（ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ） ○28 オキシン銅 ○29 キャプタン ○30 クロロネブ ○31 トルクロホスメチル ○32 フルトラニル ○33 ペンシクロン ○34 メタラキシル ○35 メプロニル ○36 アシュラム ○37 ジチオピル ○38 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ(MBPMC)：失効農薬 ○39 ナプロパミド ○40 ピリブチカルブ ○41 ブタミホス ○42 ベンスリド（ＳＡＰ） ○43 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ（ﾍﾞﾝｽﾛｼﾞﾝ） ○44 ベンディメタリン ○45 メコプロップ（ＭＣＰＰ） ○46 メチルダイムロン ○47 アラクロール ○48 カルバリル（ＮＡＣ） ○49 ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ（ｴｼﾞﾌｪﾝﾎｽ,EDDP) ○50 ピロキロン ○

原水農薬水質検査計画原水農薬水質検査計画原水農薬水質検査計画原水農薬水質検査計画 採水箇所採水箇所採水箇所採水箇所　　　　小島取水場小島取水場小島取水場小島取水場　　　　取水口取水口取水口取水口



別表６－２ 検査項目 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月51 フラサド ○52 メフェナセット ○53 プレチラクロール ○54 イソプロカルブ（MIPC) ○55 チオファネートメチル ○56 テニルクロール ○57 メチダチオン(DMTP) ○58 カルプロパミド ○59 ブロモブチド ○60 モリネート ○61 プロシミドン ○62 アニロホス ○63 アトラジン ○64 ダラポン ○65 ジクロベニル(DBN) ○66 ジメトエート ○67 ジクワット ー68 ジウロン(DCMU) ○69 ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ(ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｪｰﾄ、ﾍﾞﾝｿﾞｴﾋﾞﾝ） ○70 エトフェンプロックス ○71 フェンチオン(MPP) ○72 グリホサート ー73 マラソン（マラチオン） ○74 メソミル ○75 ベノミル ○76 ベンフラカルブ ○77 シメトリン ○78 ジメピペレート ○79 フェントエート(PAP) ○80 ブポロフェジン ○81 エチルチオメトン ○82 プロベナゾール ○83 エスプロカルブ ○84 ダイムロン ○85 ビフェノックス ○86 ベンスルフロンメチル ○87 トリシクラゾール ○88 ピペロホス ○89 ジメタメトリン ○90 アゾキシストロビン ○91 イミノクタジン酢酸塩 ー92 ホセチル ○93 ポリカーバメート ー94 ハロスルフロンメチル ○95 フラザスルフロン ○96 チオジカルブ ○97 プロピコナゾール ○98 シデュロン ○99 ピリプロキシフェン ○100 トリフルラリン ○101 カフェンストロール ○102 フィプロニル ○
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